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　学校においてきめ細かな指導等を行うために、学級
担任を補助したり少人数指導を推進したりする非常勤
講師を募集します。
採用条件　・健康でやる気のある方
　　　　　・教員免許状所有の方
　　　　　・塩谷南那須地区小中学校へ通勤可能な方
採用期間　平成23年４月から平成24年３月まで
※第１学期開始日から第３学期終了日まで
申込方法　塩谷南那須教育事務所のホームページから
ダウンロードした履歴書または市販の履歴書に必要事
項を記入の上、下記の申込先へ送付してください。
　なお、履歴書左上余白に、「非常勤講師希望」と朱書
きで明記し、県採用・市町採用の希望を記載してくだ
さい。
（例）第１希望　○○市（町）採用
　　 第２希望　県採用　
申込締切　12月28日（火）必着
その他　書類選考・面接のうえ、採用の有無について
は、３月上旬頃までにご連絡します。
問い合せ・申込先
　〒329-2163　矢板市鹿島町20－22
　塩谷南那須教育事務所　臨時採用教員担当係
　☎ 0287－43－0176　　FAX 0287－43－0535
　メールアドレス　shioya-kyoiku@pref.tochigi.lg.jp

南那須地区広域行政事務組合職員（第２次募集）
採用試験案内

塩谷・南那須地区公立小中学校
県採用・市町採用　非常勤講師の募集

　平成23年4月1日採用の南那須地区広域行政事務組合
職員を次のとおり募集します。
採用職種・採用予定人員・受験資格

第１次試験　12月５日（日）　会場：広域行政センター
第２次試験　12月下旬　　　会場：広域行政センター
申込用紙請求方法
・広域行政事務組合総務課、消防本部、各分署におい
　て配布
・郵送の場合は、封筒の表に「採用試験申込用紙請求」と
　朱書きし、120円切手を貼った宛先明記の返信用封筒
　（角形２号 Ａ４サイズ）を同封のうえ下記の「申
　込用紙請求・提出先」まで請求
・下記のホームページからのダウンロード
　（広域行政事務組合）http://minaminasukouiki.jp
　（消防本部）http://minaminasu.mydns.to/syoubou/
申込方法
・「申込書」「受験票」に必要事項を記入し、写真（３ヶ
　月以内に撮影したもの）を貼付のうえ、提出する。
・封筒の表に「採用試験申込」と朱書きし、120円切
　手を貼った宛先明記の返信用封筒（角形２号 Ａ４
　サイズ）を同封のうえ、確実な方法（持参または郵
　送）で下記の「申込用紙請求・提出先」へ申し込む。
申込締切　11月19日（金）
※持参の場合は、土日を除く、午前８時30分～午後５時
※郵送の場合は、11月19日（金）必着
申込用紙請求・提出先
　〒321－0602　那須烏山市大桶872番地
　南那須地区広域行政事務組合　総務課総務係
その他　試験科目、受験資格などの詳細はお問い合わ
せください。
問い合わせ
　南那須地区広域行政事務組合　総務課総務係
　☎ 0287－83－0021
　南那須地区広域行政事務組合消防本部　総務課庶務係
　☎ 0287－82－2009

平成23年度保育園入園申し込み

募集定員　馬頭中央保育園……120名（生後６ヶ月～）
　　　　　大内保育園………… 60名（満１歳～）
　　　　　馬頭南保育園……… 45名（満１歳～）
　　　　　わかあゆ保育園……120名（生後６ヶ月～）
募集期間　11月30日（火）まで
入園基準　保護者及び同居の家族（祖父母・おじ・おば等）
が下記の理由によりお子さんを家庭でみることができな
い（保育に欠ける）と認められる場合のみ入園できます。
①昼間仕事をしている
②妊娠中または出産後間もない
③病気・けが・精神や身体に障害がある
④同居の親族を常時介護している
⑤災害等にあい、その復旧にあたっている
保育料　児童の父母等の前年分の所得税額、前年度分の
町民税課税状況等により決定します。
入園申込受付場所　本庁健康福祉課社会福祉係と小川庁
舎総合窓口課福祉係及び各保育園
必要書類　保育所入所申込書と就労状況調査書（同居し
ている65歳未満の方全員）
その他　申し込みが定員を超えた場合は、保育の必要性
の高い順に選考し、希望する保育園に入園できない場合
があります。
問い合わせ　健康福祉課社会福祉係　☎0287－92－1119

職　　種

消　防　職

一般事務職

採用予定人員

４名

１名

受 験 資 格

昭和59年4月2日から平
成５年４月１日までに
生まれた者で、高等学
校卒業程度以上の学力
を有する者

昭和55年4月2日から平
成５年４月１日までに
生まれた者で、高等学
校卒業程度以上の学力
を有する者

市町村税徴収強化月間2010冬

◆ 全県下一斉の取組
　納税の公平と税収の確保を図るため、11月～ 12月を
「市町村税徴収強化月間2010冬」として、栃木県との協
働により、全県下一斉に徴収の強化に取り組みます。

　下記のとおり、青色申告決算等説明会が開催されます。
　説明会で使用する資料は、当日、会場で配布します。
　なお、所得税青色申告決算書については、所得税及び消費税
の確定申告書に同封して１月下旬ごろ発送されます。
①12月１日（水）矢板市文化会館小ホール
　午前10時～正午　（農業所得関係）
　午後２時～４時　（営業・不動産所得関係）
②12月２日（木）高根沢町町民ホール
　午前10時～正午　（農業所得関係）
　午後２時～４時　（営業・不動産所得関係）
③12月７日（火）那珂川町小川総合福祉センターあじさいホール
　午前10時～正午　（農業所得関係）
　午後２時～４時　（営業・不動産所得関係）
問い合わせ　氏家税務署（個人課税部門）☎028－682－3311
　　　　　　※自動音声案内により、「２」をお選びください。

　相続、贈与等により取得した生命保険
契約や損害保険契約等に係る年金の所得
税の取り扱いが改正されました。所得税
の還付を受けることができる場合があり
ますので、詳しくは、国税庁ホームペー
ジ【www.nta.go.jp】をご覧いただくか、
最寄りの税務署にお問い合わせください。
問い合わせ　氏家税務署
　　　　　　☎028－682－3311
※自動音声案内により、「２」をお選びく
ださい。

◆ 自主的な納付
　那珂川町は、自主的な納税を期待しています。期限を
過ぎても納付がない場合は財産の滞納処分（差押・公売
など）をしなければなりません。差押財産の調査のため、
滞納者の住居や事業所の捜索、自動車の差押をすること
もあります。
　滞納処分をしなくてもよいように、皆さんの自主的な
納税をお願いします。

【 那珂川町では税収確保に向け、次のような取組みを行っています 】

納税相談　　市町村税を納期限内に納めることが困難な方の相談を受け付けています。
納税催告　　納期限を過ぎても納付がない方に対し、督促状・催告書等の送付、電話催告、自宅訪問、
　　　　　　勤務先訪問を行います。
財産調査　　滞納者の財産について、官公署、金融機関、保険会社、通信機関等に対し調査を行います。
給与調査　　滞納者の給与を差押するため、勤務先に対し給与の調査を行います。
差押処分　　不動産・預貯金や生命保険、給与のほか、自動車などの差押を行います。差押後も納付さ
　　　　　　れない場合、差押財産の公売・取立を行います。
　　　　　　　　　問い合わせ先　税務課　管理収税係　☎ 0287－92－1120

平成22年分　青色申告決算等説明会相続または贈与等に係る
生命（損害）保険契約等に
基づく年金の税務上
取り扱いの変更について


